
 屋外広告業が「届出」から 

「登録」に変わります 

石川県・金沢市 

　平成18年４月１日から屋外広告業を営もうと 
する方は、 石川県・金沢市への登録が必要となります。 
　既に「届出」済みの業者の方も、経過措置期間内に 
「登録」が必要です。 

良好な 
広告景観の 
形成に 
向けて 

申請書類
の用意

書類の作成 登録申請

書類に不備があると、
受理できない場合が

あります。

審　査

再登録申請

登録通知書
交付

標識の掲示
帳簿の備付け等

申請手続きの流れ

不備書類
の補完

申請書等の様式は、ホーム
ページからダウンロードで
きます

【石川県土木部都市計画課】
〒920-8580 石川県金沢市鞍月１-１ TEL：076-225-1759 FAX：076-225-1760

【金沢市都市整備局まちなみ対策課】
〒920-8577 金沢市広坂１-１-１ TEL：076-220-2364 FAX：076-224-5046

お問い合わせ連絡先

■一般的な新規登録の流れ

■申請に必要な書類

石川県 http：//www.pref.ishikawa.jp/toshi/tetsuzuki.htm
金沢市 http：//www.city.kanazawa.ishikawa.jp/keikan/index.html

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

石川県・金沢市共通

●屋外広告業登録申請書 ●誓約書
●略歴書 ●法人である場合は、登記事項証明書
●個人である場合は、住民票の写し ●業務主任者の資格の書類の写し
●その他規則で定める書類

申請書の様式は、石川県知事あてと、金沢市長あてで一部異なります。

申請
書類

石川県
●１万円の登録申請手数料分の石川
県収入証紙（指定用紙に貼り付け）

金沢市
●登録申請の審査後に手数料（１万
円）納付書を送付します。最寄り
の金融機関で納付してください。

手数料
の納付



屋外広告業の登録制度とは？
屋外広告物法の改正により、「石川県屋外広告物条例」及び「金沢市屋外
広告物条例」が改正されました。
これに伴い、平成18年４月１日から石川県及び金沢市の区域で屋外広告
業を営もうとする方は、石川県知事及び金沢市長に屋外広告業の登録申
請をし、「屋外広告業登録通知書」の交付を受けることが必要となります。

これを屋外広告業の「登録」といいます。

「登録制度」
導入の
目的は？

屋外広告物そのものに対する
規制とあわせて、屋外広告物の表示
の大半を担う屋外広告業者について
一部の悪質な業者に営業上のペナル
ティを課し、良質な業者を育成する
ことで良好な広告景観の形成を図る
ことを目的としています。

Q1
いつまでに
「登録」が必要
ですか？

屋外広告業を営む場合は、平
成18年４月１日からこれまでの
届出にかわり、登録が必要となり
ます。

Q2
これまでの
「届出済証」で
営業できますか？

平成18年４月１日から平成
18年９月30日までの６ヶ月間を
経過措置期間としており、これま
での「届出済証」があれば、登録業
者とみなされ営業が可能です。

Q3

屋外広告業の定義

屋外広告物の広告主から屋外
広告物の表示又は掲出物件の設
置に関する工事を請け負い、屋
外で公衆に表示することを業と
して行う営業をいいます。
（この場合、元請け又は下請けといった
立場の形態の如何は問いませんが、屋
外広告物の表示又は掲出物件の設置に
関する工事を業として請け負わないよ
うな広告代理業等は屋外広告業に該当
しません。また、単に屋外広告物の印
刷、製作等を行うだけで、現実に屋外
広告物を表示したり、掲示物件の設置
を行わないものも屋外広告業には該当
しません）

※様々な営業形態がありますので、不明な場合は、お問い合わせください。

「金沢市域」及び
「金沢市域以外」
の県域での営業

「金沢市域のみ」
での営業

金沢市
へ申請

「金沢市域以外」
の県域での営業

石川県
へ申請

平成18年10月１日～ 

本格導入 

平成18年４月１日～９月30日 平成18年３月31日まで 

登録制度スタート 

登録業者とみなします 
この間に登録申請手続きをしてください 届出制度 届出済業者 

新規業者 登録しないと営業不可 

登録しないと営業不可 

広告主から直接、
屋外広告物設置の
工事を請け負う場合

他の広告業者の下請け
工事をする場合

広告物の企画や設計のみ
行っている場合

町内会活動の一環でポスターを
掲出する場合（非営利）

必　要 元請・下請
とも必要

不　要 不　要

石川県と
金沢市の両方へ申請

■「登録」が必要な場合とは？

■石川県と金沢市の両方へ申請が必要？

■いつから申請が必要ですか？

石川県 

金沢市 

■登録制度の概要

「登録」は１回で
いいのですか？

登録の有効期間は５年間で
す。引き続き、屋外広告業を営
む場合は、５年ごとに更新の手
続きが必要です。

Q4
「登録」には
料金が
かかりますか？

登録申請手数料として、１万
円を納付していただきます（更新
時も同じ）。石川県と金沢市の両
方に登録する場合は、それぞれに
登録申請手数料が必要です。

Q5
「登録」せずに
営業した
場合は？

登録せずに屋外広告業を営
んだ場合、又は不正な手段によ
り登録を受けた場合など、条例
等に違反した者は、「登録の取消
し又は営業の停止」や「１年以下
の懲役又は50万円以下の罰金」
に処される場合があります。

Q6

「登録」業者が
しなければいけないことは？

①各営業所ごとに業務主任者を置かなければなりません。
都道府県や中核市が開催する屋外広告物講習会を修了した方や、屋外広告士など一定の資格要件があります。
②標識の掲示や帳簿の備え付けが義務付けられます。
営業を行う営業所ごとに、標識（縦35㎝以上×横40㎝以上）の掲示が必要です。また、営業に関する事項を記載
した帳簿の備え付け、保存が必要です。

Q7
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